
会社設立
新華ファイナンス・リミテッドは、同社の前身
として1999年11月17日に香港で設立さ 
れた新華ファイナンシャル・ネットワーク・ 
リミテッドの持ち株会社として、ケイマン諸島
においてケイマン会社法に基づき2004年1月に
設立されました

株式公開
東京証券取引所マザーズ市場に単独上場
証券コード：9399

決算期
第1四半期： 3月31日
第2四半期： 6月30日
第3四半期： 9月30日
第4四半期 (本決算)： 12月31日

法律顧問
K&Lゲイツ法律事務所
(K&L Gates LLP)
中華人民共和国　香港特別行政区、セントラル、
ファイナンスストリート8、ツー・インタ
ーナショナル・ファイナンス・センター35階

コンヤーズディル＆ピアマン法律事務所
(Conyers Dill & Pearman)
中華人民共和国 香港特別行政区、セントラル、
コノート・プレイス8、ワン・エクスチェンジ・
スクエア2901

森・濱田松本法律事務所
〒100-8222東京都千代田区丸の内2丁目
6番1号 丸の内パークビルディング

会計監査
デロイト・トウシュ・トーマツ
(Deloitte Touche Tohmatsu)
中華人民共和国　香港特別行政区、クイーズウ
ェイ88ワン・パシフィック・プレイス35階

主要取引銀行
スタンダード・チャータード銀行
(香港)リミテッド
(Standard Chartered Bank (HK) Ltd)
中華人民共和国香港特別行政区、GPO Box21、
コンシューマー・バンキング

香港における株式譲渡および登録機関
トライコ・インベスター・サービシズ・
リミテッド
(Tricor Investor Services Limited)
中華人民共和国香港特別行政区、イースト、
クイーンズ・ロード1、スリー・パシフィック
・プレイス28階

事業本部所在地
中華人民共和国上海市虹橋路1号
港匯中心1座3905-09単元

お問い合わせ先
海外
チャールズ・ラウ（Mr. Charles Lau）
コーポレート・ファイナンス＆インベスター・
リレーションズディレクター

中華人民共和国、香港特別行政区、 
セントラル、デ・ヴォー・ロード199、
ヴィックウッド・プラザ、スイート2103-4
 
Eメール： ir@xinhuafinance.com
電話： +852 3196 3939-3778
ファックス： +852 2541 8266

日本国内
山田佳孝
ＩＲ部ディレクター

東京都港区虎ノ門4-3-1城山 
トラストタワー16階
Eメール： ir.jp@xinhuafinance.com
電話： 03-5403-4832
ファックス： 03-5403-4718

ウェブサイト
www.xinhuafinance.com

免責事項に関するご注意

この文書の中の記述には、リスクや不確定要素などを伴う「将来の見通しに関する記述（forward-looking statements）」が含
まれています。「予定」、「期待」、「見込み」、「将来」、「つもり」、「計画」、「信じる」、「見積もり」、「確信」お
よびこれらに類する言葉が使用される場合（それに限りません）は、将来の見通しに関する記述に該当します。この記述には、 
リスクや不確定要素などが含まれており、そのために実際の結果や会社の業績、および記述された事象が将来の見通しに関する記
述によって予測されていたものとは大きく異なる場合があります。
リスクや不確定要素などについては、当社の有価証券報告書など、当社が東京証券取引所等に随時提出している文書に記述されて
いるリスク要因（これらに限定されたものではありません）などもご確認ください。本文書に記載されている情報は発表日時点で
のものであり、従うべき法令に基づき必要である場合を除き、当社はこれらの情報を更新する責任を負うものではありません。
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